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１－１．規 制 計 画 

 
 

（令和８年度～令和１２年度） 

 
 
 

阿賀川、千曲川、姫川、黒部川、庄川、小矢部川、手取川、梯川 
 
 



 
阿賀野川水系阿賀川砂利等の採取に関する規制計画 

 
１．対象区間 
 

 種 別 河川名 起     点 終     点  延長(km) 

 幹 川 阿賀川  左岸：福島県大沼郡会津美里町穂 
    馬字井戸川地先の馬越堰堤 
 
 
 右岸：福島県会津若松市大戸町大 
    字上三寄字南原地先 
 

No,31.6 

 左岸：福島県喜多方市山都町三津 
     合字古屋敷地先 
 
 
 右岸：福島県喜多方市山都町小 
    舟寺字中崎地先 
 
         No, 0.0 

 
 
 
     31.6 

支 川 日橋川  左岸：福島県会津若松市河東町福 
     島字簗前地先 
 
 右岸：福島県喜多方市塩川町金橋 
     字礫の宮地先 
 
         No, 6.6 

 阿賀川合流点  
 

    6.6 

 湯川  左岸：福島県会津若松市御旗町 
    地先 
 
 右岸：福島県会津若松市緑町地先 
 
        No, 2.2 

 阿賀川合流点  
 
      2.2 

 計    40.4 
 
      別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 
 
  幹川阿賀川においては、昭和４５年４月１日に用途規制河川に指定し、計画的に許可を行ってきたが、 
 昭和５８年度の特定採取以降、概ね計画上の河積が確保されたこと、橋脚基礎の根入れの浅い橋梁への 
 影響を考慮し全川において採取を禁止してきた。しかし、平成１４年７月出水により顕著な河床堆積が 
 確認されたことから、平成１８年度に策定した阿賀野川水系河川整備基本方針に基づき規制計画を見直 
 し、今回規制計画より堆積区間について採取許可を行うものとした。支川湯川においては、概ね計画上 
 の河積が確保されており、採取可能量が見込めないことから全川採取を禁止としている。 
  こうしたことから、河川整備基本方針を基本に治水・利水・環境への影響を勘案の上、掘削基準河床、 
 掘削基準断面、禁止区域及び保安区域を設定するとともに、令和８年度以降５箇年の規制計画については、 
骨材需要動向についても考慮し、幹川阿賀川、支川日橋川については前回規制計画８７２千ｍ３／５年から 
６６４千ｍ３／５年とし各年１３２．８千ｍ３を計画的に許可していく方針とする。 
また、支川湯川については、引き続き全川禁止していく方針とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
 (1) 掘削基準河床 

別添縦断図表示のとおり。 
 

種別 河川名 区     間 掘 削 基 準 河 床 高 備  考 

 幹 川 阿賀川  No,31.6～No,19.4 
 
 No,19.4～No,13.6 
 
 No,13.6～No,8.8 
 
No,8.8～No,0.0 

 計画の低水路平均河床高 
 
 計画の低水路平均河床高 
 
 計画の低水路平均河床高 
 
 計画の低水路平均河床高 
 

 

 支 川 日橋川  No,0.0～No,6.6  計画の低水路平均河床高  

湯 川  No,0.0～No,2.2  計画の低水路平均河床高 禁止区域 
 
 
 (2) 掘削基準断面 

別添横断図表示のとおり。 
 
 
４．禁止区域等 
 
 (1) 禁止区域 
 

種別 河川名 起     点 終     点  延長(km) 

支 川 湯 川  左岸：福島県会津若松市御旗町 
 地先 

 
右岸：福島県会津若松市緑町地先 

 
No,2.2 

 阿賀川合流点 
 
 
 
 

No,0.0 

 
 

 2.2 

 計   2.2 
 

別添一般図、平面図表示のとおり。 
 
 
 (2) 保安区域 

別添平面図表示のとおり。 
 

   ※保安区域内に堆積している土砂については、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲におい
て採取可能とする。 



 
５．掘削可能量及び採取可能量 
 

種 別 河川名 起 点 

（粁杭） 

終 点 

（粁杭） 

延 長 

（km） 

掘削可能量 

（千ｍ3） 

採取可能量 

（千ｍ3） 

摘   要 

幹 川 阿賀川 No,31.6 No,19.4 12.2 915 342 上流部 

No,19.4 No,13.6 5.8 434 148 中流部(2) 

No,13.6 No,8.8 4.8 41 0 中流部(1) 

No, 8.8 No, 0.0 8.8 333 155 下流部 

計   31.6 1,723 645  

支 川 日橋川 No, 6.6 No, 0.0 6.6 43 19  

計   6.6 43 19  

湯 川 No, 2.2 No, 0.0 2.2 0 0 禁止区域 

計   2.2 0 0  

合  計   40.4 1,766 664  
 
※R3～R6で砂利採取済区間（阿賀川7.8k～12.0k）の土量を除いている。 



６．年次別計画 
 

 
 
 
 
 
河川名 

 
区 間 

 年 次 別 計 画 （千ｍ3） 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度  合  計 

 
 
 
 
起点 

 
 
 
 
終点 

許
可
又
は 

認
可
の
予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の
許
可 

又
は
認
可
の
予
定
量 

 
 

流
下
予
想
量 

許
可
又
は 

認
可
の
予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の
許
可 

又
は
認
可
の
予
定
量 

 
 

流
下
予
想
量 

許
可
又
は 

認
可
の
予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の
許
可 

又
は
認
可
の
予
定
量 

 
 

流
下
予
想
量 

許
可
又
は 

許
可
の
予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の
許
可 

又
は
認
可
の
予
定
量 

 
 

流
下
予
想
量 

許
可
又
は 

認
可
の
予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の
許
可 

又
は
認
可
の
予
定
量 

流
下
予
想
量 

許
可
又
は 

認
可
の
予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の
許
可 

又
は
認
可
の
予
定
量 

流
下
予
想
量 

阿賀川 
 No, 
31.6 

 No, 
19.4 68.4 68.4 - 68.4 68.4 - 68.4 68.4 - 68.4 68.4 - 68.4 68.4 - 342 342 - 

 No, 
19.4 

 No, 
13.6 29.6 29.6 - 29.6 29.6 - 29.6 29.6 - 29.6 29.6 - 29.6 29.6 - 148 148  - 

 No, 
13.6 

 No, 
8.8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0  - 

 No, 
8.8 

 No, 
0.0 31.0 31.0 - 31.0 31.0 - 31.0 31.0 - 31.0 31.0 - 31.0 31.0 - 155 155 - 

 小計 129.0 129.0 - 129.0 129.0 - 129.0 129.0 - 129.0 129.0 - 129.0 129.0 - 645 645 - 

日橋川  No, 
 6.6 

 No, 
 0.0 

3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 19 19 - 

小計 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 3.8 3.8 - 19 19  

計 132.8 132.8 - 132.8 132.8 - 132.8 132.8 - 132.8 132.8 - 132.8 132.8 - 664 664 - 

 

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 

※上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じた場合は、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲

で採取可能とする。 

※R3～R6 で砂利採取済区間（阿賀川 7.8k～12.0k）の土量を除いている。 



 所定様式

信濃川水系千曲川砂利等の採取に関する規制計画 
 

 １．対象区間

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

     左岸：長野県上田市大字大屋 左岸：長野県飯山市大字一山
     幹　川 千曲川 　　　字向井原地先 　　　字十二平地先 87.5

    （No109.5K） （No22.0K）
    右岸：長野県上田市大字大屋 右岸：長野県下高井郡野沢温泉村
    　　　字南遠川原地先 　　　大字平林字広見地先

（No.109.5K） （No.22.0K）

    支　川 犀　川 長野県松本市安曇川端地先 長野県東筑摩郡生坂村北陸郷 34.2
    （上流） 新渕橋 字沢口地先　日野橋

（No.86.2K） （No.52.0K）

    支　川 犀　川 左岸：長野県長野市大字塩生 千曲川合流点まで 10.4
    （下流） 　　　字臥部地先 （No.0.0K）

   右岸：長野県長野市篠ノ井大字
   　　　小松原字北池地先

（No.10.4K）

   支　川 高瀬川 左岸：長野県安曇野市明科七貴野 犀川合流点まで 1.1
    　　　花見地先 （No.0.0K）

  右岸：長野県安曇野市穂高北穂高
   　　　字孤島地先

（No.1.1K）

  支　川 奈良井川 左岸：長野県松本市大字島内平瀬 犀川合流点まで 1.7
  　　　字拾ヶ堰下地先 （No.0.0K）

右岸：長野県松本市大字島内平瀬
 　　　字権現堂前地先
（No.1.7K）

計 134.9

       別添一般図表示のとおり。
 
 

 ２．規制の方針
 

千曲川及び犀川は、昭和45年4月1日に用途規制河川に指定し、直轄管理区間のすべてを対象区間とし
いる。支川犀川においては、河床低下により砂利採取による取水施設及び河川管理施設等への影響が懸

 念されることから、第９次砂利採取規制計画（平成12年度策定）より砂利採取を禁止している。
千曲川においては、河川整備計画にて流下能力確保のため、河道掘削が位置付けられており、また、

現在は、令和元年東日本台風出水による被害の軽減に向けた治水対策推進のための千曲川緊急治水対策
プロジェクトにおいて、河道掘削を実施している。砂利採取により流下能力確保及び河道掘削事業の進
捗にも繋がる事から骨材需要以外にも幅広く河床材料を利用できるよう、流下能力不足区間を中心に砂

 利採取を計画的に許可していく方針である。
このようなことから、河川整備計画を基本に治水、利水、環境への影響を勘案の上、掘削基準河床、

保安区域及び禁止区域等を設定し、令和８年度以降５箇年の規制計画については、河道掘削事業の進捗
並びに早期の効果発現を考慮の上、採取可能量である9,570千m3（５箇年計画）を許可予定量とし、各
年概ね1,914千m3を計画的に許可していく方針である。 

なお、一部区間では環境に配慮した事業の実施及び継続したモニタリング調査のため、採取にあたっ
ては調整が必要となる。 

支川犀川及び二次支川高瀬川、奈良井川にあっては、昭和５０年代までに大きく低下した河床が安定
 傾向にあるが、引き続き河川管理施設及び許可工作物への影響を考慮し全川禁止区域とする。



 
 

 ３．掘削基準河床及び掘削基準断面
 

 　(1) 掘削基準河床
 別添縦断図表示のとおり。

種　別 河川名 区　　　　　間  掘 削 基 準 河 床 高 備　　考

  No.109.5K　～　No.52.5K 計画の低水路平均河床高 環境に配慮
  した事業実
幹　川 千曲川 施及び継続

したモニタ
リング調査
箇所を含む
ため、採取
にあたって
は要調整

No. 52.5K　～　No.32.0K 平水位 狭窄部

No. 32.0K　～　No.28.0K 計画の低水路平均河床高

No. 28.0K　～　No.22.0K 平水位 狭窄部

  No. 86.2K　～　No.52.0K 計画の低水路平均河床高
 支　川 犀川

No. 10.4K　～  合流点 計画の低水路平均河床高

高瀬川 No.  1.1K　～　合流点 計画の低水路平均河床高

奈良井川 No.  1.7K　～  合流点 計画の低水路平均河床高

 
 　(2) 掘削基準断面

 別添横断図表示のとおり。
 

 ４．禁止区域等
 

 　(1) 禁止区域

種別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

     支　川 犀川 長野県松本市安曇川端地先 長野県東筑摩郡生坂村北陸郷
    （上流） 新渕橋 字沢口地先　日野橋 34.2

（No.86.2K）） （No.52.0K）

    犀川 左岸：長野県長野市大字塩生 千曲川合流点まで 10.4
   （下流） 　　　字臥部地先 （No.0.0K）

 右岸：長野県長野市篠ノ井大字
 　　　小松原字北池地先

 （No.10.4K）

 高瀬川 左岸：長野県安曇野市明科七貴野 犀川合流点 1.1
  　　　花見地先 （No.0.0K）

右岸：長野県安曇野市穂高北穂高
 　　　字孤島地先

（No.1.1K）



  奈良井川 左岸：長野県松本市大字島内平瀬 犀川合流点 1.7
  　　　字拾ヶ堰下地先 （No.0.0K）

右岸：長野県松本市大字島内平瀬
 　　　字権現堂前地先

（No.1.7K）

 別添管内図、平面図表示のとおり。
 

 　(2) 保安区域
 別添管内図、平面図表示のとおり。

 
 ５．掘削可能量及び採取可能量

        種　別 河川名 起　点 終　点 延　長 掘削可能量 採取可能量 摘　要
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

幹　川 千曲川 No109.5 No22.0 87.5 10,890 9,256

計 87.5

 　　　（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。
 
 

 ６．年次別計画                                                                                  

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
 

      許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流
河川名   は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 

      起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予
 （No） （No） 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 

   可の予 量 可の予 量 可の予 量
定量　 定量　 定量　

千曲川 109.5 22.0  1,914  1,914      0  1,914  1,914      0  1,914  1,914      0

計 1,914 1,914 0 1,914 1,914 0 1,914 1,914 0

   

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 

       許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流
河川名   は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 

       起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予
 （No） （No） 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 

     可の予 量 可の予 量 可の予 量
定量　 定量　 定量　

千曲川 109.5 22.0  1,914  1,914      0  1,914  1,914      0 9,570 9,570      0

計 1,914 1,914 0 1,914 1,914      0 9,570 9,570      0

   （注）禁止区域及び保安区域は対象としない。
　　※ 上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの 
       場合は、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。



所定様式 

姫川水系姫川砂利等の採取に関する規制計画 

 
１．対象区間 
 

 

種 別 

 

河川名 起     点 終     点 延長(km) 

幹 川 姫川 

左岸：新潟県糸魚川市大字西川原字

川内山地先 

（No11.0K） 

右岸：新潟県糸魚川市大字根小屋字

中カマチド地先 

（No11.0K） 

海に至るまで（No.0.0K） 11.0 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0 

 

別添一般図表示のとおり。 
 
 
２．規制の方針 

姫川を含む糸魚川・西頸城地区における骨材需要は、公共事業に占める割合が大きく、平成３

年度の約 79 万 m3/年をピークに、以降、年 60 万 m3程度で推移していた。その後、平成７年７月

及び平成８年６月災害等の復旧事業が平成 11 年度に終了するのに伴い採取量は減少し、年３万

m3程度に落ち着いている。 

しかしながら、姫川産の骨材が良質で、可能であれば他地区の骨材の代替等として採取量を増

加したいとの要望もあることから、需要はあるものと考えられる。 

 

一方、姫川の国管理区間の砂利採取可能量は、平成７年７月の出水等により増加したが、現行

規制計画に基づく計画的な砂利採取によって、概ね河床は安定しており、令和８年度以降は、約

52万ｍ3 と推定される。 

 

このため、河積の確保、骨材需要を考慮し、令和８年度以降の５カ年は、前回規制計画と同程

度の年間 103千 m3を計画的に許可していく方針とする。 

 

なお、砂利採取にあたっては、埋立・盛土用には使用しないこと、及び巨石（砂利以上）は持

ち出さないことを指導する。 

 

また、大規模洪水などで短期的に土砂堆積等が発生した場合には、骨材需要動向を踏まえつつ、

臨機的に許可変更していく方針とする。 

 
 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 （1）掘削基準河床 

別添縦断図表示のとおり。 
計画の低水路平均河床高±0.0ｍ。 

 
 （2）掘削基準断面 

別添横断図表示のとおり。 
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４．禁止区域等 
 （1）禁止区域 

該当なし。 
 
 （2）保安区域 

別添管内図、平面図のとおり。 
なお、保安区域設定根拠の詳細は参考資料「姫川_保安区域設定根拠」を参照。 
 

 ①河川縦断方向の保安距離 

 橋梁（姫川橋、姫川大橋及び側道橋、石灰石輸送橋、今井橋、山本水路橋、山本橋）及び水位

観測所（山本水位流量観測所）については、上下流各 200mとし、鉄道橋（日本海ひすいライン姫

川橋梁）に関しては上下流各 500mとする。 

 なお、根入れ長が十分な北陸新幹線姫川橋梁、高速道路橋、翡翠橋、中山橋は保安区域の対象

から除く。 

 

 ②河川横断方向の保安距離 

 左右岸とも次のア）及びイ）のうち、河心に近い位置とし、その位置を掘削防護ラインとする。 
 なお、自然河岸又は山付区間の場合はウ）とする。 
ア）堤防保安距離（堤防防護ライン） 

 姫川における堤防防護ラインとは、堤防法尻から河心に向かい下記の距離の位置である。 

  ・0.0k～1.6k  50m 

  ・1.6k～6.4k  70m 

  ・6.4k～8.4k  60m 

  ・8.4k～11.0k 40m 

  注）堤防防護ライン変化点については、安全側に配慮し、防護幅の広いほうの値を採用する。 

 

イ）低水路保安距離（河岸防護ライン） 

 低水護岸が存在する区間は、基礎部保護のため、急流河川対策における根固工の敷設幅を参考

に低水護岸法尻より+10m の位置とする。（参考-12 を参照） 

 

ウ）自然河岸又は山付区間の場合 

 自然河岸又は山付区間は、急流からの河岸保護のため、既往出水での洗掘実績を参考に河岸肩

より＋30mの位置とする。（参考-12を参照） 

 

 ③その他 

 下記 2 箇所の民地は、砂利採取範囲から除くものとする。 
  ・左岸 2.4k+40m～2.8k+80m 

  ・右岸 8.2k+150m～9.2k+60m 
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５．掘削可能量及び採取可能量 
 

種別 
河川

名 

起 点 

（粁杭） 

終 点 

（粁杭） 

延 長 

（km） 

掘削 

可能量 

（千ｍ3） 

採取 

可能量 

（千ｍ3） 

摘 要 

幹川 姫川 

№11.00 №8.00 3.00 172 172 上流端～山本橋 

№8.00 №6.97 1.03 19 19 山本橋～山本水位観測所 

№6.97 №2.40 4.60 266 266 山本水路橋～今井橋 

№2.40 №1.73 0.67 14 14 今井橋～石灰石輸送橋 

№1.73 №0.10 1.63 8 8 石灰石輸送橋～日本海ひすいライン姫川橋梁 

№0.10 №0.00 0.10 41 41 姫川橋～河口 

計    11.00 519 519  

注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
 
６．年次別計画 
 

姫川 起点 11.0K 終点 0.0K 年次別計画（千 m3） 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

許可

又は

許可

の予

定量 

採取

可能

量中

の許

可又

は認

可の

予定

量 

流下

予想

量 

許可

又は

許可

の予

定量 

採取

可能

量中

の許

可又

は認

可の

予定

量 

流下

予想

量 

許可

又は

許可

の予

定量 

採取

可能

量中

の許

可又

は認

可の

予定

量 

流下

予想

量 

許可

又は

許可

の予

定量 

採取

可能

量中

の許

可又

は認

可の

予定

量 

流下

予想

量 

許可

又は

許可

の予

定量 

採取

可能

量中

の許

可又

は認

可の

予定

量 

流下

予想

量 

103 103 0 103 103 0 103 103 0 103 103 0 103 103 0 

注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
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 所定様式

黒部川水系黒部川砂利等の採取に関する規制計画 
 
 

 １．対象区間

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

    左岸：富山県黒部市宇奈月温泉字
     幹　川 黒部川 　　　　　　尾ノ沼１番の１地先 海に至るまで（No0.0K） 20.7

   （No20.7K）
   右岸：富山県黒部市舟見明日音沢
   　　　　字尾瀬場谷２番の乙地先

（No20.7K）

計 20.7

       別添一般図表示のとおり。
 
 

 ２．規制の方針
 

黒部川においては、概ね河道の流下能力は確保されつつあり、河床は比較的安定傾向ではあるものの、
流下能力不足により河道掘削が必要な区間や、澪筋の固定等により砂州が固定化し河床低下が進行して

 いる区間もある。
一方で、骨材需要は、陸・山砂利に比べて品質が良好なこと、近年これらの砂利採取場所の選定に苦

慮していることから、河川砂利に対する需要は高い。（需要動向ヒアリングより） 
これら状況を鑑み、令和８年以降５箇年の規制計画は、河川整備計画を基本に治水・利水・環境への

影響を勘案の上、掘削基準河床、掘削基準断面及び保安区域等を設定するとともに、骨材需要動向につ
いても考慮し計画的に許可していく方針とする。さらに、年次計画にかかわらず、出水による異常堆積
が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合は河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で

 採取可能とする方針とする。
 

 
 

 ３．掘削基準河床及び掘削基準断面
 

 　(1) 掘削基準河床
別添縦断図表示のとおり。 

種　別 河川名 区　　　　　間  掘 削 基 準 河 床 高 備　　考

  No. 0.0K　～　No.13.8K 計画の低水路平均河床高＋0.0m～3.2m
  

幹　川 黒部川 No.13.8K　～　No.16.0K 計画の低水路平均河床高＋0.0m～1.7m

No.16.8K　～　No.20.7K 計画の低水路平均河床高＋0.0m～0.0m

 
　(2) 掘削基準断面 

 別添横断図表示のとおり。
 



 
 ４．禁止区域等

 
 　(1) 禁止区域

 なし
 

 　(2) 保安区域
 別添管内図、平面図表示のとおり。

 
 

 ５．掘削可能量及び採取可能量

種　別 河川名 起　点 終　点 延　長 掘削可能量 採取可能量 摘　要 
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

幹　川 黒部川 No20.7 No0.0 20.7 1,115 928

計 20.7 1,115 928

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 

 ６．年次別計画                                                                                  

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間
       令和８年度      令和９年度       令和１０年度
 
   許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 
河川名   は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 

 起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 
 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 

可の予 量 可の予 量 可の予 量 
定量　 定量　 定量　

黒部川 20.7 0.0 185 185 0 185 185 0 185 185 0

計 185 185 0 185 185 0 185 185 0

   

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 
   許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 
河川名   は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 

 起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 
   量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 

  可の予 量 可の予 量 可の予 量 
定量　 定量　 定量　

黒部川 20.7 0.0 185 185 0 188 188 0 928 928 0

計 185 185 0 188 188 0 928 928 0

 （注）禁止区域及び保安区域は対象としない。
   ※上記年次計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合はｍ

　　河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。



庄川水系庄川砂利等の採取に関する規制計画 
 

 １．対象区間

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

     左岸：富山県砺波市庄川町金屋
     幹　川 庄　川 字小川原地先 海に至るまで 26.1

     右岸：富山県砺波市庄川町庄
    字加羅谷地先 　　　　　　　　　　（No0.0K）

（No26.1K）

       別添一般図表示のとおり。
 

 ２．規制の方針
 

庄川においては、長期的な平均河床高は低下傾向にあるが、近年は平均河床高が安定傾向であり、砂
洲と澪筋の比高差拡大や樹林化による澪筋の固定化・急蛇行化の傾向がみられるため、そのような砂州
を計画的に掘削する必要がある。 

一方、骨材需要については、民間需要が上昇傾向であり、品質が良好なため、河川砂利の需要は今後
も見込まれる。 

こうしたことから、河川整備基本方針を基本に治水・利水・環境への影響を勘案の上、掘削基準河床、
掘削基準断面等を設定し、令和8年度以降5箇年の規制計画は、骨材需要動向も考慮し、各年概ね15千m3
（合計73千m3）を計画的に許可していく方針とする。 

 
 ３．掘削基準河床及び掘削基準断面

 
 　(1) 掘削基準河床

 別添縦断図表示のとおり。

種　別 河川名 区　　　　　間  掘 削 基 準 河 床 高 備　　考

幹　川 庄　川 No.26.1K　～　No.24.2K 現況低水路平均河床高～＋2.5ｍ

No.24.2K　～　No.7.0K 現況低水路平均河床高～＋2.9ｍ

No.7.0K　 ～　No.0.0K 現況低水路平均河床高＋0.0～＋5.6ｍ

 
 　(2) 掘削基準断面

 別添横断図表示のとおり。
 

 ４．禁止区域等
 

 　(1) 禁止区域
 　　　　該当なし。

 　　　　別添管内図、平面図表示のとおり。
 

 　(2) 保安区域
 別添管内図、平面図表示のとおり。



 ５．掘削可能量及び採取可能量

        種　別 河川名 起　点 終　点 延　長 掘削可能量 採取可能量 摘　要
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

幹　川 庄　川 No26.1 No0.0 26.1 76.0 73.0

計 26.1 76.0 73.0

 
 ６．年次別計画

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
 

         採取可 採取可 採取可
河川名    能量中   能量中   能量中  

      許可又 の許可 流 許可又 の許可 流 許可又 の許可 流
      は認可 又は認 下 は認可 又は認 下 は認可 又は認 下

     起点 終点 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予
     量 定量 想 量 定量 想 量 定量 想
     量 量 量

 庄　川 26.1 0.0 14.6 14.6 0 14.6 14.6 0 14.6 14.6 0
 

計 14.6 14.6 0 14.6 14.6 0 14.6 14.6 0

 

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 

         採取可 採取可 採取可
河川名    能量中   能量中   能量中  

      許可又 の許可 流 許可又 の許可 流 許可又 の許可 流
      は認可 又は認 下 は認可 又は認 下 は認可 又は認 下

     起点 終点 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予
     量 定量 想 量 定量 想 量 定量 想
     量 量 量

 庄　川 26.1 0.0 14.6 14.6 0 14.6 14.6 0 73 73 0
 

計 14.6 14.6 0 14.6 14.6 0 73 73 0

 
 ※上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合は、 
 河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。 
 



小矢部川水系小矢部川砂利等の採取に関する規制計画 
 

 １．対象区間

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

     左岸：富山県小矢部市鴨島地先
     幹　川 小矢部川 右岸：富山県南砺市本江地先　　 海に至るまで 35.4

（No35.4K） 　　　　　　　　　　（No0.0K）

    左岸：富山県小矢部市石坂　 　 小矢部川合流点まで
 支　川   渋江川 　　　　　　　　　 字向島地先 　　　　　　　　　　 (No0.0K)    2.0

 右岸：富山県小矢部市四日市
 　　　　　　　　　 字南島地先

                    (No2.0K)

計 37.4

       別添一般図表示のとおり。
 

 ２．規制の方針
 

小矢部川においては、全体的に河床上昇傾向にあるが、局所的な洗堀が生じている。また、支川渋江
川より下流区間の土砂は泥石の混入により利用価値がなく、骨材として採取可能となるのは、渋江川合
流点よりも上流区間となっている。 

 
一方、骨材需要については、民間需要が上昇傾向であり、品質が良好なため、河川砂利の需要は今後

も見込まれる。 
こうしたことから、河川整備基本方針を基本に治水・利水・環境への影響を勘案の上、掘削基準河床、

掘削基準断面等を設定し、令和8年度以降5箇年の規制計画は、骨材需要動向も考慮し、幹川に対して５
箇年の中で4.1千ｍ3を許可する方針とする。 

                                              
 ３．掘削基準河床及び掘削基準断面

 
    (1) 掘削基準河床

 別添縦断図表示のとおり。

種　別 河川名 区　　　　　間  掘 削 基 準 河 床 高 備　　考

幹　川 小矢部川 No.35.4K　～　No.13.2K 現況低水路平均河床高～＋2.2m

No.13.2K　～　No.11.4K 現況低水路平均河床高

No.11.4K　～　No. 8.0K 現況低水路平均河床高～＋1.2m

No. 8.0K　～　No. 0.0K 現況低水路平均河床高～＋3.1m

支　川 渋江川 No. 2.0K　～　No. 0.0K 現況低水路平均河床高～＋0.8m

 
    (2) 掘削基準断面

 別添横断図表示のとおり。
 



 ４．禁止区域等
 　(1) 禁止区域

         該当なし。
 　　　　別添管内図、平面図表示のとおり。

 
 

 　(2) 保安区域
 別添管内図、平面図表示のとおり。

 
 

 ５．掘削可能量及び採取可能量
 

        種　別 河川名 起　点 終　点 延　長 掘削可能量 採取可能量 摘　要
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

幹　川 小矢部川 No35.4 No27.2 8.2 4.9 4.1

No27.2 No0 27.2 0 0

支　川   渋江川 　No2.0    No0 2.0 0 0

計 37.4 4.9 4.1

 ※四捨五入により合計が合わない場合がある。



 
 ６．年次別計画                                                                                  

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
 

         採取可 採取可 採取可
河川名    能量中   能量中   能量中  

      許可又 の許可 流 許可又 の許可 流 許可又 の許可 流
      は認可 又は認 下 は認可 又は認 下 は認可 又は認 下

     起点 終点 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予
     量 定量 想 量 定量 想 量 定量 想
     量 量 量

小矢部 35.4 27.2 4.1※ 4.1※ 0 － － 0 － － －
川

27.2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渋江川 2.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
  区　間

 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 

         採取可 採取可 採取可
河川名    能量中   能量中   能量中  

      許可又 の許可 流 許可又 の許可 流 許可又 の許可 流
      は認可 又は認 下 は認可 又は認 下 は認可 又は認 下

     起点 終点 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予
     量 定量 想 量 定量 想 量 定量 想
     量 量 量

 小矢部 35.4 27.2 － － 0 － － 0 4.1 4.1 －
川

27.2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渋江川 2.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
  ※小矢部川は、初年度に許可予定量を採取しない場合、次年度以降に採取を繰越できるものとする。

 ※上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合は、 
 河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。 



所定様式 

手取川水系手取川砂利等の採取に関する規制計画 
 
１．対象区間 

種 別 河川名 起     点 終     点 延長(km) 

幹 川 手取川 

 
左岸：石川県白山市広瀬町地先 

（No17.3K） 
右岸：石川県白山市白山町地先 

（No17.3K） 

海に至るまで（No0.0K） 

 
 

17.3 

 計   17.3 

      別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 
 

手取川の河床はこれまで出水、河道掘削、砂利採取等の影響により変動してきており、昭和 21～30
年頃が最も高く、その後昭和 50～60 年頃までに約 2ｍ低下した。昭和 60 年以降は変動量が小さくなり、
現在は概ね安定傾向にある。 

こうした河床低下に伴い、既設護岸は現況の河床高に対して必要な根入れが不足し、一部橋脚も安定
確保上必要な根入れが確保されていない状況となっており、河床が安定傾向にある中にあっては更に河
床を掘削し低下させることは構造物の安定確保上好ましくなく、第 6 次規制計画から禁止区域としてい
る。 

現況における流下能力は河口部において計画上の流量に対して河積が不足しているが手取川橋梁にお
いて橋梁基礎の十分な根入れが確保されていない。 

こうしたことから令和 8 年度以降 5 箇年の規制計画は河口部において橋梁への対策を進めつつ流下能
力確保のための河道掘削を行い、これにより上流は前規制計画同様、禁止区域とする方針である。 

 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
 (1) 掘削基準河床 

別添縦断図表示のとおり。 
 

種 別 河川名 区     間 掘 削 基 準 河 床 高 備  考 

幹 川 手取川 No.17.3K ～ No.0.0K 計画の低水路平均河床高  

 

 (2) 掘削基準断面 
別添横断図表示のとおり。 

 
４．禁止区域等 
 
 (1) 禁止区域 

種別 河川名 起     点 終     点 延長(km) 

幹 川 手取川 

左岸：石川県白山市広瀬町地先 
（No17.3K） 

右岸：石川県白山市白山町地先 
（No17.3K） 

左岸：石川県白山市湊町地先 
（No0.9K） 

右岸：石川県白山市湊町地先 
（No0.9K） 

16.4 

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
 (2) 保安区域 

別添管内図、平面図表示のとおり。 



 
５．掘削可能量及び採取可能量 

 

種 別 

 

 

河川名 

 

 

起 点 
（粁杭） 

 

終 点 
（粁杭） 

 

延 長 
（km） 

 

掘削可能量 
（千ｍ3） 

 

採取可能量 
（千ｍ3） 

 

摘 要 

 

幹 川 手取川 No0.9 No0.0 0.9 9 5 
 

計    0.9 9 5  

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
６．年次別計画                                                                                   

 

 
 
 
 
 
河川名 

 
 

 

 

  
区 間 

 

 

年 次 別 計 画 （千ｍ3） 

 

      令和８年度 

 

     令和９年度 

 

      令和１０年度 

 

 
 
起点 

 

 

 
 
終点 

 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

手取川 0.9 0.0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

計 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

   

 

 
 
 
 
 
河川名 

 
 

 

 

  
区 間 

 

 

年 次 別 計 画 （千ｍ3） 

 

令和１１年度 

 

令和１２年度 

 

合  計 

 

 
 
起点 

 

 

 
 
終点 

 

 

許可又 
は認可 
の予定 

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

手取川 0.9 0.0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 

計 1 1 0 1 1 0 5 5 0 

        （注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 



所定様式 

梯川水系梯川砂利等の採取に関する規制計画 
 
１．対象区間 

種 別 河川名 起     点 終     点 延長(km) 

幹 川 梯 川 

左岸：石川県小松市中海町地先 
（No12.2K） 

右岸：石川県小松市正連寺町地先 
（No12.2K） 

海に至るまで（No-0.0K） 12.2 

 計   12.2 

      別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 
 

梯川においては、計画上の流量に対し河積が不足しているため、全川的な大幅引堤と低水護岸整備を
進めてきている。特に流下能力が低くダメージポテンシャルの高い小松市街地部（1.0k～7.6k）を重点
改修区間に位置づけ、順次下流部から改修を進めてきている。 

現在、令和 4 年 8 月豪雨災害を踏まえた「梯川緊急治水対策プロジェクト」を国・県・市等の関係機
関が連携して実施している。これにより、令和 13 年までに鍋谷川合流点上流区間（7.6k～12.2k）まで
の改修が概成し河道掘削が可能となる予定である。 

一方、梯川では、もともと砂利として適した骨材の含有量が少ないことや改修前の稼働は低水路幅が
小さく掘削量も限られていたことから、砂利採取業者からの採取要望はない。第 1 次から第 13 次砂利採
取規制計画は全川禁止としていた。 

令和 8 年度以降 5 箇年の規制計画は、上流部までの改修により流下能力確保のための河道掘削を行う
ことから、全川規制区間とする方針である。 

 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
 (1) 掘削基準河床 

別添縦断図表示のとおり。 
 

種 別 河川名 区     間 掘 削 基 準 河 床 高 備  考 

幹 川 梯 川 No.12.2K ～ No.0.0K 計画の低水路平均河床高  

 

 (2) 掘削基準断面 
別添横断図表示のとおり。 

 
４．禁止区域等 
 
 (1) 禁止区域 

種別 河川名 起     点 終     点 延長(km) 

幹 川 梯 川 － － － 

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
 (2) 保安区域 

別添管内図、平面図表示のとおり。 



 
５．掘削可能量及び採取可能量 

 

種 別 

 

 

河川名 

 

 

起 点 
（粁杭） 

 

終 点 
（粁杭） 

 

延 長 
（km） 

 

掘削可能量 
（千ｍ3） 

 

採取可能量 
（千ｍ3） 

 

摘 要 

 

幹 川 梯 川 No12.2 No0.0 12.2 83 62 
 

計    12.2 83 62  

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
６．年次別計画                                                                                   

 

 
 
 
 
 
河川名 

 
 

 

 

  
区 間 

 

 

年 次 別 計 画 （千ｍ3） 

 

      令和８年度 

 

     令和９年度 

 

      令和１０年度 

 

 
 
起点 

 

 

 
 
終点 

 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

梯 川 12.2 0.0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 

計 13 13 0 13 13 0 13 13 0 

   

 

 
 
 
 
 
河川名 

 
 

 

 

  
区 間 

 

 

年 次 別 計 画 （千ｍ3） 

 

令和１１年度 

 

令和１２年度 

 

合  計 

 

 
 
起点 

 

 

 
 
終点 

 

 

許可又 
は認可 
の予定 

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

許可又
は認可
の予定

量  

 

 

採取可
能量中
の許可
又は認
可の予
定量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

梯 川 12.2 0.0 13 13 0 10 10 0 62 62 0 

計 13 13 0 10 10 0 62 62 0 

        （注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 



 
 
 
 
 
 
 
 

１－２．規 制 計 画 

 
 

（令和８年度～令和１２年度） 

 
 
 

大石ダム、横川ダム、大川ダム、三国川ダム、大町ダム、 

宇奈月ダム、利賀ダム、手取川ダム 
 
 



荒川水系大石川（大石ダム）砂利等の採取に関する規制計画 
 
１．対象区間 

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

支川 大石川 新潟県岩船郡関川村大字大石 左岸：新潟県岩船郡関川村大  
  国有林３３２林班地先の 字大石字モチワ ５．７

大石林道台１６号橋 ３５９番３地先 
右岸：新潟県岩船郡関川村 

大字駒ノ平４０５番地

支川 西俣川 中俣川の合流点 大石川の合流点 ４．５

計 １０．２

 
２．規制の方針 

　現在の堆砂状況は、全体では計画堆砂量の範囲内であるが、上流部は堆積傾向にあることから、治
水・利水・環境への影響を勘案の上、ダム完成時の河床を掘削基準河床として掘削基準断面等を設定
する。 
　なお、下流への濁水対策及び湖岸や管理施設等への影響を考慮して、必要な措置を講じた上で、採
取を可能とする。 

 
 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 

  （１）掘削基準河床
 　　　別添縦断図表示のとおり。 

種別 河川名 区間 掘削基準河床高 備考
支川 大石川 No.4～No.24 元河床(ダム完成時の河床高さ)
支川 西俣川 No.4～No.23 元河床(ダム完成時の河床高さ)

 
  （２）掘削基準断面

 別添横断図表示のとおり
 
 
４．禁止区域等 
 
　(1) 禁止区域 

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

支川 大石川 大石ダム堤体 左岸：新潟県岩船郡関川村大字大石字モチ 0.4
ワ３５９番３地先 

右岸：新潟県岩船郡関川村大字駒ノ平４０
５番地

計 0.4

　　 
　　　　別添平面図表示のとおり。 
 
　(2) 保安区域 

別添平面図表示のとおり 
 



 
５．掘削可能量及び採取可能量 

 種別 河川名 　　起点  　終点   延長  掘削可能量   採取可能量  摘要
(粁杭) (粁杭) 　(km) 　 (千m3) 　　(千m3)

支川 大石川     No.4    No.24    3.86      815       815
支川 西俣川     No.4    No.23    3.76      871       871

   計    7.62    1,686     1,686
（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 

 
    
６．年次別計画 
 

   年 次 別 計 画　（千㎥）
 区　間 
 令和８年度 令和９年度 令和10年度
 
    採取   採取   採取  

河川名    可能   可能   可能  
   許可 量中 流 許可 量中 流 許可 量中 流 

   又は の許 下 又は の許 下 又は の許 下 
起点 終点 認可 可又 予 認可 可又 予 認可 可又 予 
  の予 は認 想 の予 は認 想 の予 は認 想 
  定量 可の 量 定量 可の 量 定量 可の 量 

予定 予定 予定
量 量 量

大石ダム No.4 No.24 340 340 ― 340 340 ― 340 340 ―

計 340 340 ― 340 340 ― 340 340 ―

 

   年 次 別 計 画　（千㎥）
 区　間 
 令和11年度 令和12年度 合計
 
    採取   採取   採取  

河川名    可能   可能   可能  
   許可 量中 流 許可 量中 流 許可 量中 流 

   又は の許 下 又は の許 下 又は の許 下 
起点 終点 認可 可又 予 認可 可又 予 認可 可又 予 
  の予 は認 想 の予 は認 想 の予 は認 想 
  定量 可の 量 定量 可の 量 定量 可の 量 

予定 予定 予定
量 量 量

大石ダム No.4 No.24 340 340 － 326 326 － 1686 1686 0

計 340 340 － 326 326 － 1686 1686 0

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。ダム貯水池内の年次計画については各年度における砂利採取
を抑制することがないよう、砂利採取の予定量は定めないものとし、５．掘削可能量および採取可能量の採

 取可能量までの採取を許可する。
※上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合は、
河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする



所定様式 

荒川水系横川ダム砂利等の採取に関する規制計画 
 
１．対象区間 

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

  左岸：山形県西置賜郡小国町 左岸：山形県西置賜郡小国町  
支　川 横　川 　　　大字綱木箱口地先 　　　大字新股地先 7.63 
  （No0-　-0.2K） 　　　　  　　　　（NoEP） 
  右岸：山形県西置賜郡小国町 右岸：山形県西置賜郡小国町 
  　　　大字綱木箱口地先 　　　大字新股地先 

 （No0-　-0.2K） 　　　　　　　　　（NoEP）

支　川 大石沢川 左岸：山形県西置賜郡小国町 左岸：山形県西置賜郡小国町 1.24
　　　大字叶水地先 　　　大字叶水地先 
　　　　　　　　（O-No0-0.0K） 　　　　  　　　（O-NoEP） 
右岸：山形県西置賜郡小国町 右岸：山形県西置賜郡小国町 
　　　大字叶水地先 　　　大字叶水地先 
　　　　　　　　（O-No0-0.0K） 　　　　　　　　（O-NoEP）

計 8.87

      別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 
 

横川ダムにおいては、従来よりダム湛水域の砂利採取は、貯水池保全上の観点などから禁止区域とさ
れてきたが、堆砂が見られることから、治水・利水・環境への影響を勘案し、堤体より上流の保安区域
及び規制区域において、ダム完成時の河床を掘削基準河床として掘削基準断面等を設定する。なお、下
流への濁水対策及び湖岸や管理施設等への影響を考慮し、必要な措置を講じた上で採取を可能とする。 

 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
　(1) 掘削基準河床 
 

別添縦断図表示のとおり。 
 

種　別 河川名 区　　　　　間  掘 削 基 準 河 床 高 備　　考

    
支　川 横　川 No.0+0.014K　～　No.EP 元河床(ダム建設前の河床高さ) 

支　川 大石沢川 No.0　～　No.EP 元河床(ダム建設前の河床高さ)

 
　(2) 掘削基準断面 
 

別添横断図表示のとおり。 
 



 
４．禁止区域等 
 
　(1) 禁止区域 

種別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

支　川 横　川 左岸：山形県西置賜郡小国町 左岸：山形県西置賜郡小国町 ﾀﾞﾑ本体 
 大字綱木箱口地先 大字綱木箱口地先 ﾀﾞﾑ下流 
 （No.0　-0.2K） （No.0　+0.014K）  
 右岸：山形県西置賜郡小国町 右岸：山形県西置賜郡小国町 0.214 

大字綱木箱口地先 大字綱木箱口地先 
（No.0　-0.2K） （No.0　+0.014K）

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
　(2) 保安区域 
 

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
 
５．掘削可能量及び採取可能量 

種　別 河川名 起　点 終　点 延　長 掘削可能量 採取可能量 摘　要 
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

支　川 横　川 No0 NoEP 7.416 1,184 1,184 
 +0.014K     

      
大石沢川 No0.0 NoEP 1.24   1   1

計 8.656 1,185 1,185

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
６．年次別計画 

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間 
 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
 
 
河川名   許可又 採取可 　流 許可又 採取可 　流 許可又 採取可 　流 

   は認可 能量中 　下 は認可 能量中 　下 は認可 能量中 　下 
   の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 

  量 又は認 想 量 又は認 想 量 又は認 想 
起点 終点 可の予 量 可の予 量 可の予 量 
  定量 定量 定量

  

横川 0･014 EP 237 237 0 237 237 0 237 237 0 

計 237 237 0 237 237 0 237 237 0

 
 
 



 

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間 
 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 
 
河川名 
    採取可   採取可   採取可  

    能量中   能量中   能量中  
  許可又 の許可 流 許可又 の許可 流 許可又 の許可 流 
  は認可 又は認 下 は認可 又は認 下 は認可 又は認 下 
起点 終点 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予 の予定 可の予 予 
  量 定量 想 量 定量 想 量 定量 想 
  量 量 量 

横川 0･014 EP 237 237 0 237 237 0 1,185 1,185 0 

計 237 237 0 237 237 0 1.185 1,185 0

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。ダム貯水池内の年次計画については各年度における砂利採取
を抑制することがないよう、砂利採取の予定量は定めないものとし、５．掘削可能量および採取可能量まで
採取を許可する。 
※上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合は、
河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。 



大川ダム砂利等の採取に関する規制計画 

 

１．対象区間 

種 別 河川名 起  点 終  点 
延 長 

（Ｋｍ） 

ダム湖 阿賀野川 

（阿賀川） 

福島県南会津郡下郷町大字

弥五島字山口５３６５番地

先の中山堰堤 

左岸：福島県南会津郡下郷町

大字小沼崎字平石上

の平乙１３１４番の

５地先 

右岸：福島県会津若松市大戸

町大字大川字清水乙

２８９６番地先 

１１．５５ 

鶴沼川 左岸：福島県南会津郡下郷町

大字高陦字又深山乙

１３９３番地の１地

先 

右岸：福島県南会津郡下郷町

大字高陦字大桑成乙

１７０番の１地先 

阿賀野川への合流点 １．７ 

小野川 左岸：福島県南会津郡下郷町

大字湯野上字大道通

甲５５０番地先 

右岸：福島県南会津郡下郷町

大字湯野上字大倉山

乙１番地先 

阿賀野川への合流点 ０．２５ 

合  計 
  

１３．５ 

 

２．規制の方針 

   大川ダムは、昭和６３年ダムが完成し、現在の河床は、計画堆砂量の範囲内である。 

（１） ダム下流 

  この区間は上流からの土砂供給がないことから、禁止区域とする。 

（２） 貯水池 

   この区間は上流の湾曲部（阿賀川3.6k～5.0k）で土砂堆砂傾向にあるが、当該区間はダム式揚水発電の水

位変動影響区間内であることから、１日の水位変動量が数メートルに及ぶ場合がある。 

   また、ダム式揚水発電を停止させる場合、電力事業者との協議に時間を要するとともに、発電停止期間を

最小限に留める必要があることから、水位変動量を抑制することは困難である。 

このため、砂利採取時の安全面や施工面での制約が大きく、骨材需要もないことから、当該区間は保安区

域とする。 

 （２）ダム上流部 

   この区間は元河床と比べると浸食傾向にあり、ダム貯水池内に堆積しているものと考えられる。よって、

禁止区域とし、砂利等の採取は行わないこととする。 

 

 



３．掘削基準河床及び掘削基準断面 

   全域が禁止区域及び保全区域のため、策定せず。 

 

４．禁止区域等 

 （１）禁止区域 

種 別 河川名 起  点 終  点 
延 長 

（Ｋｍ） 

ダム湖 阿賀野川 

（阿賀川） 

福島県南会津郡下郷町大字

弥五島字山口５３６５番地

先の中山堰堤 

左岸：福島県南会津郡下郷

町大字湯野上橋詰乙

地先 

右岸：福島県南会津郡下郷

町大字湯野上舘本乙

地先 

（大川ダム7.2k地点） 

３．７ 

 

 

 

 

大川ダム本体部 左岸：福島県南会津郡下郷

町大字小沼崎字平石

上の平乙１３１４番

の５地先 

右岸：福島県会津若松市大

戸町大字大川字清水

乙２８９６番地先 

０．６５ 

鶴沼川 左岸：福島県南会津郡下郷

町大字高陦字又深山

乙１３９３番地の１

地先 

右岸：福島県南会津郡下郷

町大字高陦字大桑成

乙１７０番の１地先 

阿賀野川への合流点 １．７ 

小野川 左岸：福島県南会津郡下郷

町大字湯野上字大道

通甲５５０番地先 

右岸：福島県南会津郡下郷

町大字湯野上字大倉

山乙１番地先 

阿賀野川への合流点 ０．２５ 

合  計 
  

６．３ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）保安区域 

  

種 別 河川名 起  点 終  点 
延 長 

（Ｋｍ） 

ダム湖 阿賀野川 

（阿賀川） 

左岸：福島県南会津郡下郷

町大字湯野上橋詰乙

地先 

右岸：福島県南会津郡下郷

町大字湯野上舘本乙

地先 

大川ダム本体部 ７．２ 

 

５．掘削可能量及び採取可能量 

  禁止区域及び保安区域のため策定せず。 

 

６．年次計画 

  禁止区域及び保安区域のため策定せず。 

 



 所定様式

信濃川水系三国川（三国川ダム）砂利等の採取に関する規制計画 
 

 １．対象区間

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

   左岸：新潟県南魚沼市カヨウ９　 新潟県南魚沼市舞台堀代６９７番
     ダム湖 三国川 　　７３番の１地先 地先の下流端を示す標柱 4.17

  右岸：新潟県南魚沼市清水瀬入　
　　山６６２番の１地先

ダム湖 下津川 左岸：新潟県南魚沼市畔地新田　 三国川合流点 0.25
 　　ミヤウセン３８１番の１

右岸：新潟県南魚沼市畔地カヨ　
　　ウ９７３番の１地先

計 4.42

       別添一般図表示のとおり。
 
 

 ２．規制の方針
 

現在の堆砂状況は、上流部は堆積傾向にあることから、治水・利水・環境への影響を勘案の上、ダム
完成時の河床を掘削基準河床として、掘削基準断面等を設定する。なお、下流への濁水対策及び湖岸や
管理施設等への影響を考慮して、必要な措置を講じた上で、採取を可能とする。 

 
 

 ３．掘削基準河床及び掘削基準断面
 

 　(1) 掘削基準河床
 別添縦断図表示のとおり。

　　　元河床(ダム完成時の河床高さ)とする。 

種別 河川名 区間 掘削基準河床高 備考
    

ダム 三国川 No.11～No.41 元河床(ダム完成時の河床高さ)

 
 

 ４．禁止区域等
　(1) 禁止区域 
         堤体からダム直下流（であい橋上流）

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

     
  ダム 三国川 左岸：新潟県南魚沼市舞台堀代69 左岸：新潟県南魚沼市カヨウ973 ダム本体

   　　　3-2番地先 　　　番の1番地先 ダム下流
  右岸：新潟県南魚沼市清水瀬入山 右岸：新潟県南魚沼市清水瀬入山 0.52㎞

 　　　469-1番地先　       662番の1地先

 
　(2) 保安区域 

 堤体から網場まで。
 

 
 
 
 



 
 ５．掘削可能量及び採取可能量

         　　  　     
    種別 河川名 　  起点 　  終点 延長(km) 掘削可能量  採取可能量 　摘要

　 　 (千m3) 　　(千m3)
        

 ダム 三国川    No.41    No.11   4.42    1,045      1,045

       
 　計 　 1,045      1,045

 
 

 ６．年次別計画

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間 
 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
 
 
河川名   許可又 採取可 　流 許可又 採取可 　流 許可又 採取可 　流 

   は認可 能量中 　下 は認可 能量中 　下 は認可 能量中 　下 
   の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 

  量 又は認 想 量 又は認 想 量 又は認 想 
起点 終点 可の予 量 可の予 量 可の予 量 
  定量 定量 定量

三国川 №11 №41 － － － － － － － － －
ダム

計 － － － － － － － － －

 

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間 
 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 
 
河川名 
   許可又 採取可 　流 許可又 採取可 　流 許可又 採取可 　流 

   は認可 能量中 　下 は認可 能量中 　下 は認可 能量中 　下 
  の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 
  量 又は認 想 量 又は認 想 量 又は認 想 
起点 終点 可の予 量 可の予 量 可の予 量 
  定量 定量 定量

  

三国川 №11 №41 － － － － － － 1045 1045 0
ダム

計 － － － － － － 1045 1045 0

  (注)禁止区域及び保安区域は対象としない。



所定様式 

信濃川水系高瀬川（大町ダム・高瀬ダム・七倉ダム）砂利等の採取に関する規制計画 
 
 
１．対象区間 
 

種別 河川名 起    点 終    点 延長(km) 

ダ ム 
区 間 

高瀬川 
(高瀬) 
(七倉) 
(大町) 

左岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 545 林班い小班地先 

右岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 553 班い小班地先 

 
左岸：長野県大町市平字高瀬入

国有林 538 林班ろ小班地先 
右岸：長野県大町市平字高瀬入

国有林 560 林班い小班地先 
 
左岸：長野県大町市平字高瀬入 

2118 番の 2 地先 
右岸：長野県大町市平字湯平 

2106 番の 4 地先 
 

左岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 539 林班い小班地先 

右岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 560 林班に小班地先 

 
左岸：長野県大町市平字高瀬入国

有林 539 林班イ小班地先 
右岸：長野県大町市平字高瀬入国

有林 565 林班い小班地先 
 
左岸：長野県大町市平字コヲミ平 

2112 番の 158 地先 
右岸：長野県大町市平字クラガリ 

沢ヤケ山水アラシ屏風沢シ 
ブ沢 2115 番の 25 地先 

 
5.657 

 
 
 
 

3.403 
 
 
 

4.845 

北葛沢 
長野県大町市平字高瀬入 2118 番の
2地先の上流端を示す標柱 

高瀬川合流点 1.6 

 
計 

  
15.505 

別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 

大町ダムは令和７年現在 39年が経過し、計画堆砂量を大幅に下回っており(R6 現在 1,372 千ｍ3/1,900
千ｍ3、堆砂率 27.44％、計画堆砂率 72.21％）、近５か年の平均期間堆砂量は 25 千ｍ3/年となっており、
計画を策定する中で堆砂量が急激に増加することは無いものと判断される。 

また、大町ダムは治水ダムとしての役割を果たすため、砂利等の採取のみのために貯水位を下げるこ
とは想定しないものとする。さらに、砂利等の採取に伴い濁水の発生が懸念されることから、管理区間
内全域を採取禁止区域とすべきところであるが、ダム湖上流部については堆砂傾向にあることから、ダ
ム貯水池において、治水及び利水並びに環境への影響等、様々な条件を勘案したうえで、ダム完成時の
河床を掘削基準河床として、基準断面等を設定することとする。 

なお、下流河川等への濁水対策及び湖岸や管理施設等への影響を考慮し、必要な措置を講じたうえで
採取を可能とする。 

高瀬ダム及び七倉ダム区間については、令和７年度現在ダム再編事業中であり、事業完了までの期間
は全面禁止区域とする。 

 
 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
 (1) 掘削基準河床 

元河床（ダム完成時の河床高）を掘削の限度とする。 
 
 (2) 掘削基準断面 

別添横断図表示のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 



 
４．禁止区域等 
 
 (1) 禁止区域 
 

種別 河川名 起    点 終    点 延長(km) 

ダ ム 
区 間 

高瀬川
(高瀬) 
(七倉) 
(大町) 

左岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 545 林班い小班地先 

右岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 553 班い小班地先 

 
左岸：長野県大町市平字高瀬入

国有林 538 林班ろ小班地先 
右岸：長野県大町市平字高瀬入

国有林 560 林班い小班地先 
 
 
左岸：長野県大町市平地先 
右岸：長野県大町市平地先 

左岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 539 林班い小班地先 

右岸：長野県大町市平字高瀬入国
有林 560 林班に小班地先 

 
左岸：長野県大町市平字高瀬入国

有林 539 林班イ小班地先 
右岸：長野県大町市平字高瀬入国

有林 565 林班い小班地先 
 
 
左岸：長野県大町市平字コヲミ平 

2112 番の 158 地先 
右岸：長野県大町市平字クラガリ 

沢ヤケ山水アラシ屏風沢シ 
ブ沢 2115 番の 25 地先 

 
 

5.657 
 
 
 

3.403 
 
 
 

ダム本体 
ダム下流 

0.49 

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
 (2) 保安区域 

堤体から網場までの間 
５．掘削可能量及び採取可能量 

種別 河川名 
起 点 
（粁杭） 

終 点 
（粁杭） 

延 長 
（km） 

掘削可能量 
（千ｍ3） 

採取可能量 
（千ｍ3） 

適 用 

ダム 
高瀬川 No.19 No.3 3.955 912 912  

北葛沢 北 No.8 北 No.0 1.6 365 365  

計    5.555 1,277 1,277  

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
６．年次別計画 

河川名 

区 間 

年 次 計 画 （千ｍ3） 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

起点 終点 

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

流
加
予
想
量 

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

流
加
予
想
量 

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

流
加
予
想
量 

高瀬川 No.19 No.3 183 183 0 183 183 0 182 182 0 

北葛沢 
北
No.8 

北
No.0 

73 73 0 73 73 0 73 73 0 

計 256 256 0 256 256 0 255 255 0 

 



河川名 

区 間 

年 次 計 画 （千ｍ3） 

令和１１年度 令和１２年度 合  計 

起点 終点 

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

流
加
予
想
量 

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

流
加
予
想
量 

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

採
取
可
能
量
中
の

許
可
又
は
認
可
の

予
定
量 

流
加
予
想
量 

高瀬川 No.19 No.3 182 182 0 182 182 0 912 912 0 

北葛沢 
北
No.8 

北
No.0 

73 73 0 73 73 0 365 365 0 

計 255 255 0 255 255 0 1,277 1,277 0 

（注 1）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
（注 2）上記年次計画にかかわらず、出水による以上体積の発生により河川管理上支障が生じた場合

等においては、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲内での採取を可能とする。 



所定様式 

黒部川水系黒部川（宇奈月ダム） 砂利等の採取に関する規制計画      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
１．対象区間 

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

  左岸：富山県黒部市宇奈月町 左岸：富山県黒部市宇奈月町  
幹　川 黒部川 　　　字尾ノ沼１番の１ 　　　黒部奥山国有林４９ 6.2 
  （河口から20.7km(No20.6k)） 　　　林班い小班地先 
   （河口から26.9km(No26.5k)） 
  右岸：富山県黒部市宇奈月町 右岸：富山県黒部市宇奈月町 

　　　大字舟見明日音沢 　　　黒部奥山国有林２５ 
　　　字尾瀬場谷２番の乙 　　　林班い小班地先 

（河口から20.7km(No20.6k)） （河口から26.9km(No26.5k)）

  黒部川合流点 左岸：富山県黒部市宇奈月町  
支　川 黒薙川 　　　黒部奥山国有林２４ 0.72

　　　林班い小班地先 
（黒部川合流点から0.72km） 
右岸：富山県黒部市宇奈月町 
　　　黒部奥山国有林１０ 
　　　林班い小班地先 
（黒部川合流点から0.72km）

計 6.92

      別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 

宇奈月ダムでは、流域、流砂系一貫した土砂管理において実施している連携排砂について、より自然
に近い土砂移動の実現に向けて継続的に調査・検討を行っているところであるが、一部堆積している状
況であることから、可能な範囲で規制を緩和し採取を可能とする。ただし、下流への濁水対策及び湖岸
や管理施設等への影響を考慮して、必要な措置を講じた上で、採取を可能とする。 

なお、ダム本体から№21.6ｋまではダム管理上の立入禁止区域のため保安区域とする。 
 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
　(1) 掘削基準河床 
　　　　ダム貯水池において、治水・利水・環境への影響を勘案の上、平成26年12月時の河床を掘削基準河
　　　床とする。 

別添縦断図表示のとおり。 
 

　(2) 掘削基準断面 
        黒部川砂利採取規制計画に準拠し、山付き区間の保安距離を30mとする。 

別添横断図表示のとおり。 
　　　　 
 
 



 
４．禁止区域等 
 
　(1) 禁止区域 

種別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

   
幹　川 黒部川 該当無し

 
 
 

  黒部川合流点 左岸：富山県黒部市宇奈月町  
支　川 黒薙川 　　　黒部奥山国有林２４ 0.72

　　　林班い小班地先 
（黒部川合流点から0.72km） 
右岸：富山県黒部市宇奈月町 
　　　黒部奥山国有林１０ 
　　　林班い小班地先 
（黒部川合流点から0.72km）

別添平面図表示のとおり。 
 

 
　(2) 保安区域 
　　　　堤体（20.6k）から新柳河原発電所放水口影響範囲（21.6k）まで。 

別添平面図、横断図表示のとおり。 
 

 
５．掘削可能量及び採取可能量 

種　別 河川名 起　点 終　点 延　長 掘削可能量 採取可能量 摘　要 
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

ダム 黒部川 №21.6k No.26.5k 4.9 520 520
区間

計 4.9 520 520

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
 



６．年次別計画 

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間
       令和８年度      令和９年度       令和１０年度
 
   許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 
河川名   は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 

 起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 
 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 

可の予 量 可の予 量 可の予 量 
定量　 定量　 定量　

黒部川 21.6 26.5 110 110 0 110 110 0 100 100 0

計 110 110 0 110 110 0 100 100 0

   

   年 次 別 計 画　（千ｍ3）
 区　間 
 令和１１年度 令和１２年度 合　　計
 
   許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 
河川名   は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 

 起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 
   量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 量　　 又は認 想 

  可の予 量 可の予 量 可の予 量 
定量　 定量　 定量　

黒部川 21.6 26.5 100 100 0 100 100 0 520 520 0

計 100 100 0 100 100 0 520 520 0

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
（注）上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合
　　　は、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする 



 所定様式

庄川水系利賀川（利賀ダム）砂利等の採取に関する規制計画 
 

 １．対象区間

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

  左岸：富山県南砺市利賀村細島 左岸：富山県南砺市利賀村草嶺  
ダ　ム 利賀川 字宮平３４５番地先 字向山３番４地先 6.9 
区　間  右岸：富山県南砺市利賀村細島 右岸：富山県南砺市利賀村草嶺 
  字川向２５番地先 字南山５番２地先 
  （No,27+130m） （No.-2） 
 

合　　　計 6.9

   
 

 ２．規制の方針
　　　　利賀ダムは、令和７年度度現在建設工事中であり、対象区間全域が工事施工区間であるため禁止区
　　　域とする方針とする。 
 
 

 ３．掘削基準河床及び掘削基準断面
　　　　全区間禁止区域のため設定せず。 
 
 

 ４．禁止区域等
 

 　(1) 禁止区域

種　別 河川名 起　　　　　点 終　　　　　点 延長(km)

  左岸：富山県南砺市利賀村細島 左岸：富山県南砺市利賀村草嶺  
ダ　ム 利賀川 字宮平３４５番地先 字向山３番４地先 6.9 
区　間  右岸：富山県南砺市利賀村細島 右岸：富山県南砺市利賀村草嶺 
  字川向２５番地先 字南山５番２地先 
  （No,27+130m） （No.-2） 
 

合　　　計 6.9

 
 　(2) 保安区域

　　　　全区間禁止区域のため設定せず。 
 
 

 ５．掘削可能量及び採取可能量
　　　　全区間禁止区域のため設定せず。 
 
 

 ６．年次別計画                                                                                  
　　　　全区間禁止区域のため設定せず。 



所定様式 

手取川水系手取川ダム砂利等の採取に関する規制計画     
 
１．対象区間 

種 別 河川名 起     点 終     点 延長(km) 

 

 

ダム 

区間 

 

手取川 

左岸：石川県白山市白峰二 

２２番の２地先 

右岸：石川県白山市白峰２８号 

３０番の９地先 

           （№31) 

左岸：石川県白山市東二口ニ 

１番の２１１地先 

右岸：石川県白山市女原ヲ 

１番の７地先 

（№0-1.0k) 

 

11.67 

下田原川 左岸：石川県白山市鴇ヶ谷ヨ 

８番の４地先 

右岸：石川県白山市鴇ヶ谷カ 

１３番の１７地先 

 

手取川への合流点 
 

3.0 

赤谷川 左岸：石川県白山市桑島３号 

１０５番の１７地先 

右岸：石川県白山市桑島３号 

１０５番の１４地先 

 

手取川への合流点 
 

3.4 

大道谷川 左岸：石川県白山市白峰リ 

１９番の５地先 

右岸：石川県白山市白峰チ 

７０番の４地先 

 

手取川への合流点 
 

0.6 

 計   18.67 

      別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 
 

手取川ダムの堆砂状況は概ね計画堆砂量の範囲内にある。ダム下流右支川尾添川での斜面崩壊に伴う
濁水が社会問題化しているなか、貯水池内での採取は更なる濁水の発生が危惧されることから、百合谷
堰堤より下流の貯水地内は禁止区域としている。一方、百合谷堰堤から上流部は若干の堆積傾向にある
ことやダム貯水池水位低下時の飛砂等の問題があることから、治水・利水・環境への影響を勘案のうえ、
掘削基準河床、掘削基準断面、橋梁の保安区域を設定し、規制区域を継続する。 

令和８年度以降５箇年の規制計画については骨材、玉石需要を考慮して２５千㎥とし、年間５千㎥を
計画的に許可していく方針とする。 

 
３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
 (1) 掘削基準河床 

別添縦断図表示のとおり。 

種 別 河川名 区     間 掘 削 基 準 河 床 高 備  考 

ダム 

 

手取川 
No.31 ～ No.23 
百合谷堰堤より上流 

百合谷堰堤水通部天端－１ｍと桑島
大橋橋脚天端および下村大橋橋脚天
端を結ぶ線 

 

 

 (2) 掘削基準断面 
別添横断図表示のとおり。 



 
４．禁止区域等 
 
 (1) 禁止区域 

種別 河川名 起     点 終     点 延長(km) 

ダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

手取川 

 

 

 

左岸：石川県白山市白峰 

桑島４－８７－１４ 

右岸：石川県白山市白峰 

桑島１０－１－５２ 

（No23） 

左岸：石川県白山市東二口ニ 

１番の２１１地先 

右岸：石川県白山市女原ヲ 

１番の７地先 

      （№0-1.0k) 

 

 
 

10.02 

 

下田原川 

 

 

左岸：石川県白山市鴇ヶ谷ヨ 

８番の４地先 

右岸：石川県白山市鴇ヶ谷カ 

１３番の１７地先 

 

手取川への合流点 
 

3.0 

 

赤谷川 
左岸：石川県白山市桑島３号 

１０５番の１７地先 

右岸：石川県白山市桑島３号 

１０５番の１４地先 

 

手取川への合流点 
 

3.4 

大道谷川 
左岸：石川県白山市白峰リ 

１９番の５地先 

右岸：石川県白山市白峰チ 

７０番の４地先 

 

手取川への合流点 
 

0.6 

 計   17.02 

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
 (2) 保安区域 

別添管内図、平面図表示のとおり。 
 
５．掘削可能量及び採取可能量 

種 別 河川名 
起 点 

（粁杭） 
終 点 

（粁杭） 
延 長 
（km） 

掘削可能量 
（千ｍ3） 

採取可能量 
（千ｍ3） 

摘 要 

ダム 手取川 No.31 No.23 1.65 216 96  

 計       

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
 
 
 



６．年次別計画   

河川名 

区 間 

 
年 次 別 計 画 （千ｍ3） 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 合計 

起点 終点 

 

許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 
 

 

 

 

採
取
可
能
量
中
の
許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 

 

流 
下 
予 
想 
量 
 

 

 

 

許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 
 

 

 

 

採
取
可
能
量
中
の
許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 

 

流 
下 
予 
想 
量 
 

 

 

 

許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 
 

 

 

 

採
取
可
能
量
中
の
許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 

 

流 
下 
予 
想 
量 

 

 

許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 
 

 

 

 

採
取
可
能
量
中
の
許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 

 

流 
下 
予 
想 
量 
 

 

許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 
 

 

 

 

採
取
可
能
量
中
の
許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 

 

流 
下 
予 
想 
量 
 

 

 

 

許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 
 

 

 

 

採
取
可
能
量
中
の
許
可
又
は
認
可
の
予
定
量 

 

流 
下 
予 
想 
量 
 

 

 

手取川 No.31 No.23 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 25 25 0 

計 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 25 25 0 

        （注）禁止区域及び保安区域は対象としない。 
 
※上記年次別計画にかかわらず、出水による異常堆積が発生し、河川管理上の支障が生じたなどの場合は、
河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。 
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